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学校の新しい生活様式に係る熱中症事故防止について 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策については、各学校において適切に対応いただいてい

るところですが、特に今夏は、夏季休業期間を短縮して授業を行う等の対応もあり、こ

れまでと異なる生活環境下であることから、熱中症対策について一層留意する必要があ

ります。 

  留意点については、「熱中症事故の防止について」（令和２年５月 29日付け、保学第 27

号）、教育政策課事務連絡「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル～「学校の新しい生活様式」～の改訂について」（令和２年６月 18 日付け）で

通知していますが、現時点における本県の感染状況を踏まえ、マスクの着用、水分補給、

換気に関する主な留意点について、次のとおり、改めて通知しますので、適切に対応願

います。 

なお、今後の感染状況によっては、対応を見直すことがありますので御了承ください。 

 

 

記 

 

１ マスクの着用について 

（１）基本的な考え方 

 児童生徒等は、学校教育活動においては、飛沫を飛ばさないよう、基本的には

常時マスクを着用することが望ましい。 

 ただし、次の場合には、マスクを着用する必要はありません。 

 〇十分な身体的距離が確保できる場合 

 〇熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合 

  ※熱中症も命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先させ 

 ること。 

  ※児童生徒等がマスクの着用を希望する場合は、その意思を尊重するが、健  

    康被害には十分留意すること。 



また、児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時は、自身の判断でマスクを  

 外すなど、適切に対応できるように指導することが重要です。 

（２）場面に応じた対応 

    ア 登下校 

 夏季の気温・湿度が高い時期（概ね６月～10月）は、人と十分な距離を確保

し、マスクを外してください。公共交通機関を利用する場合には、マスクを着

用してください。 

イ 体育の授業 

  マスクを着用する必要はありません。 

  ※具体的な配慮事項は、別紙を参照にしてください。 

ウ 給食時間 

配食時は、口からの飛沫等が食品に付着することを防ぐため、マスクを着用

してください。会食に当たっては、飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせ

にしない、又は会話を控えるなどの対応が必要です。 

エ 清掃活動 

 換気の良い状況を確保し、マスクを着用してください。 

   オ 部活動 

運動部活動は、体育の授業における取扱いに準じてください。 

 

２ 水分補給について 

 活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる

環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等、適切な措置を講じてくださ

い。また、登校後、下校前にも、必要に応じて水分補給を行うなど、適切な措置を講

じてください 

   

３ 換気について（エアコン使用時を含む。） 

換気は、気候上可能な限り、常時行う必要がありますが、常時換気が困難な場合（適

切な室温を保てないなど）は、定期的な換気（30分に１回以上、数分間程度、窓を全

開する）で対応してください。 

  

 

 

 

【本件問合せ先】 

  岡山県教育庁保健体育課 

 ＴＥＬ：０８６－２２６－７５９１ 

  ＦＡＸ：０８６－２２６－３６８４ 



令和２年６月22日 現在

必　要 不　要

清掃活動 必　要
※換気のよい状況で行う

部 活 動 不　要
※運動部は、体育の授業に準ずる

体育授業 不　要
（詳細は別紙参照）

給食時間 必　要
※配食時

登 下 校
（６月～10月）

必　要
※公共交通機関を利用する場合

不　要
※人と十分な距離を確保する

マスクの着用について

◇ 基本的な考え方

　児童生徒等は、学校教育活動においては、飛沫を飛ばさないよう、基本的
には常時マスクを着用することが望ましい。

　ただし、次の場合には、マスクを着用する必要はありません。

　 ○ 十分な身体的距離が確保できる場合

　 ○ 熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合

　　※　熱中症も命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応
　　　を優先させること。

　　※　児童生徒等がマスクの着用を希望する場合は、その意思を尊重
　　　するが、健康被害には十分留意すること。

　また、児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時は、自身の判断で
マスクを外すなど、適切に対応できるように指導することが重要です。

マスクの着用



別紙
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学校の新しい生活様式に係る熱中症事故防止について 

 

このことについて、別紙写しのとおり、県立学校長あて通知いたしましたので、情報提

供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 

岡山県教育庁保健体育課  
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殿 


